
1 職員の任免及び職員数に関する状況

（１）　職員の任免

　平成30年度における職員の採用及び離職状況は、次のとおりです。

①　職種別採用者数 （平成30年4月2日から平成31年4月1日）

(うち9名は、一部事務組合解散に伴う採用）

②　事由別離職者数 （平成30年4月2日から平成31年4月1日）

（２）　職員数の状況

①　部門別職員数と主な増減理由 （各年4月1日現在）

※　（　）内の数値は、条例定数の合計です。
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　　みやま市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成20年条例第1号）第6条の規定に基づき、平
成30年度のみやま市の人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。
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平成30年度 みやま市人事行政の運営等の状況の公表について
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②年齢別職員構成の状況（平成31年4月1日現在）

　

③定員管理の数値目標及び進捗状況

集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

※　平成25年4月1日に上記数値目標であった378名体制を達成しました。今後、さらなる定員の適正化に努めます。
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2 職員の給与の状況

（１） 総括

　① 人件費の状況（普通会計決算）

　②　職員給与費の状況（普通会計決算）

　　計　　Ｂ 　　　　　　　

※　職員手当には退職手当、児童手当を含みません。

※　職員数は、平成30年4月1日現在の人数です。

　③ ラスパイレス指数の状況（平成30年4月1日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数(構成)を

　　　　用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(一)適用職員の俸給月額を100として計算した

　　　　指数のことです。

1,964,652

※　人件費には、市長、議員、各種委員などの特別職の職員に支給される給料や報酬、一般職の職員に支給
　される給料や諸手当、共済組合に対する事業主負担金などを含みます。

職員手当

千円

人 件 費 率

Ｂ／Ａ

一人当たり

千円千円

給与費 B/A

　　　　　（平成30年度末）

実 質 収 支

　　　　　　Ｂ

A

歳 出 額

37,475

　　　　　　Ａ

592,368

人 件 費

19,093,383 17.2

6,045

千円

492,452

　　　　　千円

　　　　　千円

3,289,761

1,241,877

年度
　30 230,323325

給　 料

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

期末・勤勉手当

住民基本台帳人口

　　　　　　％

人

　　　　　千円　　　　　　　千円

区　分

区　分

年度
　30

人　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
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（２） 職員の平均給与月額、初任給等の状況

　① 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成30年4月1日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

一般行政職とは、全職員から税務職、保健看護職、消防職、企業職、教育職および技能労務職等を除いた職員です。

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、３０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものです。　
　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じペース（＝時間外
　　　　勤務手当等を除いたもの)で算出しています。

　②職員の初任給の状況（平成30年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

　③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成30年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）　技能労務職は比較対象となる職員数に達していないため記載しておりません。

329,845

371,317

179,200

区　　　　　分

151,200

－

―

311,500

147,100

高　校　卒

（国ベース）

国

42.9

39.9 335,771

414,482 365,043326,149

179,200
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― 410,940

平均給与月額
（国ベース）

―

391,715 387,415

みやま市

151,500

平均給料月額 平均給与月額

370,000

技能労務職

福岡県

151,500

高　校　卒

高　校　卒

みやま市

185,500

区　　分 平 均 年 齢 平均給与月額

平均給料
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平均給与
月額(A)

国 43.5

類似団体 42.3 316,612 371,978 343,315

区　　分
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職員数

－ － -

みやま市 50.2

328,637

55.8福岡県

―

391,715 387,415

うち学校給食員 50.2 20 370,000

329,296 377,146537 356,488

国 50.7 2,553 286,817

技能労務職

高　校　卒

経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

391,450

259,550 320,350 362,675 389,850

区　　　　分

一般行政職 大　学　卒 262,800 357,540 377,080

343,418類似団体 51.1

大　学　卒

　　　３　総務省通知に係る様式中「民間」については、比較のための適当なデータがないため記載しておりません。

福岡県
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一般行政職

17 317,101

4



（３）一般行政職の級別職員数等の状況

　①一般行政職の級別職員数の状況（平成30年4月1日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

※　みやま市の給与条例に基づく給料表の区分による職員数です。

※　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

（注）平成１８年に８級制から７級制に変更しています。

　②昇給への人事評価の活用状況（みやま市）

ロ．　人事評価を活用していない

活用予定時期 未定 未定

標準の区分のみ（一律）

○ ○

標準、下位の区分

平成30年4月2日から平成31年4月1日までにおける運用 管理職員 一般職員

イ．　人事評価を活用している

活用している昇給区分
昇給可能な
区分

昇給実績
がある区分

昇給可能な
区分

上位、標準の区分

昇給実績があ
る区分

上位、標準、下位の区分

303,800

31

9.7%

人

人
192,700

410,800

人 35.3%

349,600
58 人 24.4%

17

228,900

262,000

１　級 主事

主任主事 23

主査

２　級

３　級

４　級 係長、主任主査 84

５　級 課長補佐、参事補佐 人 7.1%

388,100

395,600

444,500

288,000

６　級 課長、参事 18 人 7.6%
318,500

７　級 部長 7 人 2.9%
362,300

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
1号級の 最高号級の

給料月額 給料月額

13.0%
142,600 247,100
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（４）職員の手当の状況

　① 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成30年度支給割合） （平成30年度支給割合） （平成30年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5～20% ・役職加算　5～20%

・管理職加算　10～25% ・管理職加算　10～25%

※　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）　（みやま市）

ロ．　人事評価を活用していない

　② 退職手当（平成30年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

  ・定年前早期退職特例措置（2～45%加算）

※退職手当の１人当たり平均支給額は、平成30年度に退職した職員に支給された平均額です。

　③ 地域手当

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

　④ 特殊勤務手当

千円

　円

　％

24.586875

33.270750

47.7090

47.7090

みやま市 3250

活用予定時期 未定

国の制度（支給率）支給率 支給対象職員数

１人当たり平均支給額

未定

47.709047.7090

128,000

支給対象地域

支給職員１人当たり平均支給年額　（30年度決算）

  ・定年前早期退職特例措置（2～20%加算）

標準の成績率のみ（一律）

○ ○

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

活用している成績率
支給可能な
成績率

支給実績
がある成績

率

支給可能な
成績率

支給実績があ
る成績率

上位、標準、下位の成績率

平成30年度中における運用 管理職員 一般職員

1.45

2.60

筑紫野市 3 1 3

支給実績　（30年度決算） 128

１　種類

0

主な支給対象職員

支給実績　（30年度決算）

左記職員に対する支給単価

救急出動手当

主な支給対象業務

一回　２００円

28.0395

・役職加算　5～15%  

1.45

1,548

イ．　人事評価を活用している

0.9

19.6695

1,638

33.270750

み　　や　　ま　　市

2.60 1.85

み　　や　　ま　　市

支給職員１人当たり平均支給年額　（30年度決算）

救急出動業務

福　　　　岡　　　　県

（非公表）

19,971

消防職員

国

19.6695

手当の種類（手当数）

47.7090

１人当たり平均支給額（平成30年度）

1.85 2.60

0.9

手当の名称

24.586875

15,809千円

39.757547.7090

1,138

15.4

28.0395

39.7575

1.45

１人当たり平均支給額（平成30年度決算見込）

国

1.85

0.9

職員全体に占める手当支給職員の割合　（30年度）

※福岡県共同公文書館（筑紫野市）
への職員派遣による支給

6



　⑤ 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

　⑥ その他の手当（平成30年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

・交通機関等利用者に対し月
額55,000円を限度に支給
・交通用具利用者に対し通勤
距離に応じて2,600円～31,600
円を支給

部長級：66,400円
課長級：51,900円

663,741

休日等において正規の勤務時
間中に勤務することを命ぜら
れた消防職員
勤務1時間当たりの給与額×
135～160/100

正規の勤務時間として22時か
ら翌5時までの間に勤務するこ
とを命ぜられた消防職員
勤務1時間当たりの給与額×
25/100

宿直勤務又は日直勤務を命ぜ
られた職員
1回につき4,400円

管理職員が、臨時又は緊急の
必要その他の公務の運営の必
要によりした勤務1回につき支
給。
部長級8,500円（休日・週休
日）4,300円（平日深夜）
課長級7,000円（休日・週休
日）3,500円（平日深夜）

内容及び支給単価

子10,000円、それ以外の被扶
養者6,500円、16歳から22歳ま
での被扶養者はさらに5,000円
加算

・家賃支払者最高限度額
　27,000円

439,21615,373

491

同じ

職員１人当たり平均支給年額（29年度決算）

66,103

103,791

309,488

264,685

28,783

100,265

異なる

住居手当

307

支給実績（29年度決算）

休日勤務手当 千円

17,187

同じ

交通用具使
用者は5㎞未
満で支給額
が異なる（5
㎞以上は同
じ）

876

異なる

管理職手当

国は、俸給
の特別調整
額として支
給

国は、管理
監督職員等
に、12,000
円（休日・
週休日）
6,000円（平
日深夜）

4,510

千円

夜間勤務手当

14,001

5,542

千円

国の制度
との異同

22,568

323

86,722千円

千円

宿日直手当

千円

扶養手当

千円

千円

44,467

同じ

管理職員
特別勤務手当

同じ

通勤手当

支給実績（30年度決算）

手　当　名
支給実績

（30年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（30年度決算）

国の制度
と異なる

内容

支給職員1人当たり
平均支給年額
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（５）特別職の報酬等の状況（平成３０年４月１日現在）

（参考）類似団体における最高／最低額

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

　　（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

880,000円×在職年数×510/100      17,952,000円

710,000円×在職年数×300/100       8,520,000円

630,000円×在職年数×252/100       6,350,400円

なし

任期毎

　　（30年度支給割合）

　　（30年度支給割合）

副 市 長

報

酬

474,000

備　　　　考

市 長

３．３５月分

950,000

３．３５月分

議 長

教 育 長

市 長

教 育 長

880,000

期
末
手
当

議 員

副 議 長

給

料

259,000

-

議 員

議 長

市 長

区 分

630,000

710,000

385,000

副 議 長

180,000

-

452,000 545,000

副 市 長 772,000 483,000

404,000 200,000

230,000

※　市長、副市長及び議員の期末手当の基礎額は、給料又は報酬の月額に15％加算した額です。

※　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた場合
　における退職手当の見込額です。

退
職
手
当

議 員

副 市 長

教 育 長 任期毎

任期毎

442,000

給 料 月 額 等
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3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間等

一般的な職員の勤務時間、休憩時間等は次のとおりです。

※　交替制勤務など、勤務の特殊性により、上記の勤務時間により難い場合は、別に定めています。

（２）週休日及び休日

　※　祝日法による休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日です。

　※　交替制勤務など、勤務の特殊性により、上記の勤務時間により難い場合は、別に定めています。

（３）休暇

（４）育児休業及び部分休業

平成30年度における取得状況は、以下のとおりです。

0

0 ※上段は平成30年度に新たに育児休業（部
分休業）を取得した職員の人数、下段には
育児休業（部分休業）の期間が平成29年度
から平成30年度にかけて引き続いている職
員の人数を表示しています。

計
5

6

0

0 0

0

6

0

0

0

男性職員

女性職員

育児休業
取得者数

1

0

4

0

0

0

うち両休業
取得者数

　職員の勤務時間その他勤務条件については、国・県及び他の地方公共団体の職員との均衡等を考慮して、
条例等で定めています。

8時30分

1週間の
勤務時間

　職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇があります。
　特別休暇とは、特定の事由に基づいて認められるもので、選挙権の行使、結婚、出産等に伴う休暇
です。
　なお、市長部局に属する職員（技能労務職員を除く。）の平成30年1月1日～同年12月31日における
年次有給休暇の平均取得日数は、12.2日です。

　週休日とは、原則として毎週日曜日及び土曜日を、また、休日とは祝日法による休日及び年末年始
（12月29日から翌年1月3日までの日（祝日法による休日を除く。））をいいます。

38時間45分 7時間45分

始業

―

勤務時間の割振り

休憩時間

12時15分～13時

部分休業
取得者数

終業

　育児休業及び部分休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進す
るとともに、行政の円滑な運営に資することを目的とした制度で、3歳未満の子を養育する場合に、
任命権者の承認を得て休業又は1日の勤務時間の一部について勤務しないことができるものです。
　次世代育成の観点から、男性の積極的な育児参加が特に求められている中、みやま市においても、
各任命権者が職員の子どもたちの健やかな育成のための計画（特定事業主行動計画）を策定し、育児
休業等の制度周知の徹底と取得しやすい環境整備を図っていくこととしています

17時

1日の
勤務時間 休息時間
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4 職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況

　平成30年度における分限処分の状況は次のとおりです。
（単位：　人）

（２）懲戒処分の状況

　平成30年度における懲戒処分の状況は次のとおりです。

（単位：　人）

5 職員の服務の状況

6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）職員の研修の状況

人

人

人

人

人

人

人

人

（２）勤務成績の評定の状況

0

刑事事件に関し起訴された場合

　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を
挙げてこれに専念しなければならないこととされています。
　また、職員には、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義
務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限を遵守する
ことが求められています。
　みやま市においては、こうした公務員としての服務規律の確保や綱紀の粛正について、必要に応じ
て職員へ周知を図るとともに、職員倫理条例を制定し、職員の倫理の保持に努めています。

00合　　　　　計 0

3 3

0

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行の
あった場合

0

0

合計

0 0

3

0

0

0

0 0

法令に違反した場合 0 0 0

0 0

0

区　　分

0

0

0

0

0

0

研　　修　　名　　等

職務上の義務に違反し又は服務を怠った場
合

0

0

区　　　分 戒告

職に必要な適格性を欠く場合

減給 停職 免職 合計

0

0 0 0

0

　懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と
秩序を維持することを目的として行う処分のことです。

免職 休職

0

0 0 3

合　　　　　計 0 0

区　　　分

0

職制、定数の改廃、予算の減少により廃
職、過員を生じた場合

心身の故障の場合

0

勤務実績が良くない場合

降任

職場内研修等
(人事係所管)

74

新任課長等研修 9

　任命権者は、公務能率を増進させることを目的に、職員の執務について定期的な勤務成績の評定を行
い、その評定の結果に応じた措置を講ずることとされています。
　職員の能力や経歴、勤務成績等を総合的に判定することを通じて人事異動や昇任等を行い、適材適所の
徹底に努めています。

59

研修所研修
（市町村職員研修所）

　分限処分とは、職員が一定の事由によってその職責を十分に果たすことができない場合に、本人の
意に反して、公務能率を維持することを目的として行う処分のことです。

受講者数

政策形成研修等 163

19新規採用職員研修

コーチング研修 4

備　　考

職場外研修
(人事係所管)

一般研修

専門研修・特別研修

各課所管研修
(一般行政の所管)

各課所管研修
(消防職)

人権・同和問題研修会等

救急救命士病院研修等

1,487

116
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7 職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の福祉の状況

　①職員の安全衛生管理

　②職員の健康管理

　③職員の福利厚生

（２）職員の利益の保護の状況

8 みやま市公平委員会からの業務の報告

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況

　①係属の状況

　②審査の状況

（２）不利益処分に関する不服申立ての状況

　①係属の状況

　②審査の状況

事案名 審査等の状況

平成30年度中の要求件数 平成30年度中の処理件数 平成31年度への繰越件数

― ―

平成30年度中の要求件数 平成30年度中の処理件数 平成31年度への繰越件数

事案件数 0 0 0

― ―

事案件数 0 0 0

事案名 審査等の状況

　職員の利益は、勤務条件に関する措置要求制度及び不利益処分に関する不服申立て制度によって保護さ
れています。
　勤務条件に関する措置要求制度は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して地方
公共団体の当局により適正な措置が執られるべきことを要求する制度であり、また、不利益処分に対する
不服申立て制度は、不利益な処分を受けた職員が公平委員会に対して不服申立てを行うことを認める制度
です。
　これらの制度の状況は、８　みやま市公平委員会からの業務の報告（1）・（2）のとおりです。

　職員の福利厚生制度として、地方公務員法第42条の規定に基づき、みやま市職員互助会を設置し、職員
の元気回復、職員に対する慶弔金や見舞金の給付その他福利厚生に関する事業を行っています。この職員
互助会は、職員の会費及び市の負担金（負担割合1:1、負担金額9,383千円）などで運営されています。
　また、職員の共済制度は、福岡県市町村職員共済組合に加入し、地方公務員等共済組合法に基づき、職
員と市において分担拠出する財源により、短期給付事業（医療関係等）、長期給付事業（年金関係）、福
祉事業（健康保持増進事業等）を行っています。これらは、厚生年金、国民年金、健康保険及び国民健康
保険と同様に社会保険制度の一環とされています。

　労働安全衛生法に基づき、事業者責任として職員の健康管理状態を把握し、健康障害や疾病の早期発見
を行うため、全職員を対象に健康診断を実施しています。

　職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を推進するために、労働安全衛生法に
基づき、安全衛生管理体制の整備を行い、安全衛生活動の推進に努めています。
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